
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年３月３日（火） ８：２４～８：３５ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

森 まさこ 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 １件 

〇国会提出案件 １５件 

○法律案       ９件 

○政令        ３件 

○人事        ３件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，信・解任状に認

証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件は，「アイスランド国」，

「東ティモール国」及び「ベトナム国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべ

き信任状及び解任状であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１３件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，令和元年度第３・四半期における「予算使用の状況」及び「国庫の状況」

を財政法に基づき，国会及び国民に報告することについて，御決定をお願いいたし

ます。 

次に，法律案９件について，御決定をお願いいたします。まず，「地域における一

般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る独占禁止法の特例に関する法律案」に

ついて，御決定をお願いいたします。本件につきましては，後程，西村大臣から御

発言があります。 

次に，「第１０次地方分権一括法案」は，地方公共団体等の提案等を踏まえ，都道

府県から指定都市への事務・権限の移譲及び地方公共団体に対する義務付けの見直

し等を行うため，関係法律を改正するものであります。 

次に，「道路交通法の一部改正法案」は，高齢運転者に対する運転技能検査制度の

導入，第二種運転免許等の受験資格の見直し及び妨害運転に対する罰則の創設等の

措置を講ずるものであります。 

次に，「復興庁設置法等の一部改正法案」は，東日本大震災からの復興の状況を踏

まえ，復興を重点的かつ効果的に推進するため，復興庁の廃止期限を令和１３年３

月３１日まで１０年間延長するとともに，復興推進計画及び復興整備計画に基づく

特例措置の対象となる地域の重点化等の措置を講ずるものであります。 

次に，「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正法案」は，短時間労

働者に対する厚生年金保険の適用拡大，在職中の年金受給の在り方の見直し及び受

給開始時期の選択肢の拡大等の措置を講ずるものであります。 

次に，「家畜改良増殖法の一部改正法案」は，家畜人工授精用精液等の保存等に関

する規制を強化するとともに，特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工

授精用精液等について，容器への表示等の規制を整備するものであります。 

次に，「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案」は，家畜遺伝資源の

生産事業者間の公正な競争を確保するため，家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及

び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講ずるものであります。 

次に，「種苗法の一部改正法案」は，植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活

用を図るため，輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種について

の育成者権の効力に関する特例の創設，品種登録審査実施方法の充実・見直し等の

措置を講ずるものであります。 
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次に，「割賦販売法の一部改正法案」は，利用者が安全・安心に多様な決済手段を

利用できる環境を整備するため，新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制

度等の創設を行うとともに，クレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の

対象を拡大する等の措置を講ずるものであります。 

次に，政令３件について，御決定をお願いいたします。まず，「国民年金法に基づ

き市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令」は，国民年金，

特別児童扶養手当，特別障害給付金及び年金生活者支援給付金の事務費交付金の算

定基礎となる単価について，人件費の動向等を踏まえて改定する措置を講ずるもの

であります。 

次に，「防衛省設置法等の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本

年３月２６日とするものであり，「自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関

する法律施行令の一部を改正する政令」は，同改正法の施行に伴い，並びに自衛隊

の任務の円滑な遂行を図るため，航空自衛隊の警戒航空団の組織及び編成に関し必

要な事項を定める等の改正を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，仙台高等裁判所長官秋吉淳一郎

を願いに依り免じ，その後任に東京高等裁判所判事青柳を任命することについて，

御決定をお願いいたします。 

次に，佐々木茂人外１３３名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたしま

す。 

〇菅国務大臣：次に，西村大臣から御発言がございます。 

〇西村国務大臣：第２０１回国会に，「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及

び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案」を提出します。 

 この法律案は，乗合バス事業者及び地域銀行が持続的に基盤的なサービスを提供

することが困難となっている地域において，これらの事業者による合併等及び共同

経営について私的独占禁止法を適用除外とすることで，基盤的なサービスの提供の

維持を図り，もって一般消費者の利益を確保するものです。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 令 和 ２ 年 

                 ３ 月 ３ 日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ☆ ア イ ス ラ ン ド 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 小 澤  仁 外 ２ 名

に 交 付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 北 川 靖

彦 外 ２ 名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

 

◎ 国 会 提 出 案 件 

     1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 無 ） 提 出 ５ 四 半 期 ぶ り  
に 国 内 総 生 産 の 実 質 成 長 率 が マ イ ナ ス に な っ  
た こ と を 受 け た 経 済 見 通 し に 関 す る 質 問 に 対  
す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 内 閣 府 本 府 ）  

 ○  1. 参 議 院 議 員 音 喜 多 駿 （ 維 新 ） 提 出 ネ ッ ト ・ ゲ

ー ム 依 存 症 対 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書

に つ い て （ 決 定 ）        （ 総 務 省 ）  
    1. 衆 議 院 議 員 山 崎 誠 （ 立 国 社 ） 提 出 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス 感 染 防 止 に 係 る 上 陸 審 査 等 に 関 す る

質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  
                    （ 法 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 保 釈 中 に 国

外 逃 亡 し た 被 告 人 へ の 対 応 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 同 上 ）  
1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 保 釈 中 に 国

外 逃 亡 し た 被 告 人 の 国 外 裁 判 に 関 す る 質 問 に

対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ）  
1. 参 議 院 議 員 那 谷 屋 正 義 （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 ソ 連 国 内 法 に よ っ て 有 期 刑 ・

死 刑 に 処 せ ら れ た 戦 後 強 制 抑 留 者 に 関 す る 再

質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  
     （ 厚 生 労 働 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 ス パ イ 活 動 に

対 抗 し 得 る 体 制 の 確 立 に 関 す る 質 問 に 対 す る

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 経 済 産 業 省 ）  
 

（ 火 ）  閣 議 案 件  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

4



1. 衆 議 院 議 員 中 島 克 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 河 川 法 に

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  
（ 国 土 交 通 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 無 ） 提 出 羽 田 空 港 の 新

飛 行 経 路 に お け る 実 機 飛 行 確 認 期 間 中 の 落 下

物 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 社 会 的 割 引

率 の 修 正 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い

て （ 決 定 ）            （ 同 上 ）  
1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 羽 田 空 港 新  

飛行 ル ー ト に 伴 う 新 た な 着 陸 方 式 に お け る 
「 Tailored Chart 」 の 周 知 に 関 す る 質 問 に 対 す  
る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 航 空 機 パ イ

ロ ッ ト に よ る 羽 田 空 港 低 空 飛 行 ル ー ト に 伴 う

急 降 下 着 陸 方 式 へ の 懸 念 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  
1. 衆 議 院 議 員 松 原 仁 （ 立 国 社 ） 提 出 羽 田 空 港 新

飛 行 ル ー ト 実 機 飛 行 確 認 時 の デ ル タ 航 空 社 ，

エ ア カ ナ ダ 機 の 対 応 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答

弁 書 に つ い て （ 決 定 ）                （ 同 上 ）  
   ☆ 令 和 元 年 度 第 ３ ・ 四 半 期 に お け る 予 算 使 用 の 状 況

を 国 会 及 び 国 民 に 報 告 す る こ と に つ い て （ 決 定 ）  
                     （ 財 務 省 ）  
 〃  ☆ 令 和 元 年 度 第 ３ ・ 四 半 期 に お け る 国 庫 の 状 況 を 国

会 及 び 国 民 に 報 告 す る こ と に つ い て （ 決 定 ）  
                      （ 同 上 ）  
 

◎ 法 律 案 

   ○ 地 域 に お け る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 及 び 銀

行 業 に 係 る 基 盤 的 な サ ー ビ ス の 提 供 の 維 持 を 図 る

た め の 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す

る 法 律 の 特 例 に 関 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

          （ 内 閣 官 房 ・ 金 融 庁 ・ 国 土 交 通 省 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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   ○ 地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推

進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 案 

（ 決 定 ） 内閣府本府・総務省・公害等調整委員会・ 

   厚 生 労 働 ・ 農 林 水 産 ・ 国 土 交 通 省 

 〃  ○ 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 警 察 庁 ） 

 〃  ○ 復 興 庁 設 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

復興 庁 ・ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 ・ 文 部 科 学 ・   

農 林 水 産 ・ 経 済 産 業 ・ 環 境 省 

 〃  ○ 年 金 制 度 の 機 能 強 化 の た め の 国 民 年 金 法 等 の 一 部 

を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（厚生労働・総務・財務・文部科学・農林水産省） 

 〃  ○ 家 畜 改 良 増 殖 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 農 林 水 産 省 ） 

 〃  ○ 家 畜 遺 伝 資 源 に 係 る 不 正 競 争 の 防 止 に 関 す る 法 律 

案 （ 決 定 ）              （ 同 上 ） 

 〃  ○ 種 苗 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 農 林 水 産 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 割 賦 販 売 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 経 済 産 業 省 ・ 消 費 者 庁 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 国 民 年 金 法 に 基 づ き 市 町 村 に 交 付 す る 事 務 費 に 関 

す る 政 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 防 衛 省 設 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 

を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）        （ 防 衛 省 ） 

 〃  ○ 自 衛 隊 法 施 行 令 及 び 防 衛 省 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す 

る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 同 上 ） 

 

◎ 人  事 

   ○ 判 事 青 柳  を 高 等 裁 判 所 長 官 に 任 命 す る こ と に 

つ い て （ 決 定 ） 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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   ○ 高 等 裁 判 所 長 官 秋 吉 淳 一 郎 を 願 に 依 り 免 ず る こ と 

に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ☆ 元 海 上 保 安 官 佐 々 木 茂 人 外 １ ３ ３ 名 の 叙 位 又 は 叙 

勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕      

資 料  
あ り  
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